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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の防止のた

めの危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関

する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとと

もに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作

業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 

二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使

用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 

四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザ

イン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。 

（事業者等の責務） 



第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適

な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように

しなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するよう

にしなければならない。 

2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸

入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に

際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければな

らない。 

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的

な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 

第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施す

る労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 

（事業者に関する規定の適用） 

第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同

連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表

者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 

2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 

3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 

4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表

者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働

者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 

 

 第二章 労働災害防止計画 （略） 

 

第三章 安全衛生管理体制 

（総括安全衛生管理者） 

第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安

全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により

技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるの 

2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなけ

ればならない。 

3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者

の業務の執行について事業者に勧告することができる。 

（安全管理者） 

第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有す



る者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項

各号の業務（第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合において

は、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。）のうち安全に係る技術的事項を管理させなけ

ればならない。 

2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全

管理者の増員又は解任を命ずることができる。 

（衛生管理者） 

第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他

厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務（第二十五条の

二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置

に該当するものを除く。）のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 

2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。 

（安全衛生推進者等） 

第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労

働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者（第十一

条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者）を選任し、その者に第

十条第一項各号の業務（第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場

合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定

める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。）を担当させなければならない。 

（産業医等） 

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師

のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以下

「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。 

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定め

る要件を備えた者でなければならない。 

3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務

を行わなければならない。 

4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働

時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚

生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 

5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健

康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重

しなければならない。 

6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容そ

の他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 

第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行う

のに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等

の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 

2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者



について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供する

ように努めなければ」と読み替えるものとする。 

第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実

施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（作業主任者） 

第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政

令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受

けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の

区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働

省令で定める事項を行わせなければならない。 

（統括安全衛生責任者） 

第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの（当

該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、

当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。）

のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）を行う者（以

下「特定元方事業者」という。）は、その労働者及びその請負人（元方事業者の当該事業の仕事が

数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事

者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。）の労働者が当該場所において作業を行うと

きは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止す

るため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第

三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で

定める数未満であるときは、この限りでない。 

2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなけれ

ばならない。 

3 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、

当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行

われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方

安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。

この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、

第一項の規定は、適用しない。 

4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約に

よつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業

者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定に

より技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなけ

ればならない。 

5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、

同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものと

する。 

（元方安全衛生管理者） 



第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業

その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうち

から、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一

項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 

2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事

業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。 

（店社安全衛生管理者） 

第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所

（これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項

の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。）において作業を行うと

きは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働

者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定

める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任

し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第

一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければな

らない。 

2 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であ

るとき（第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないと

きを除く。）は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所にお

いて行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの

労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令

で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を

選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十

条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなけれ

ばならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者

については、前項の規定は適用しない。 

（安全衛生責任者） 

第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選

任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に

統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨

を通報しなければならない。 

（安全委員会） 

第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者

に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 

一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 

2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員（以下「第一号

の委員」という。）は、一人とする。 



一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施

を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 

二 安全管理者のうちから事業者が指名した者 

三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。 

4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する

労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにお

いては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 

5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別

段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 

（衛生委員会） 

第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意

見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 

2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。 

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施

を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

三 産業医のうちから事業者が指名した者 

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛

生委員会の委員として指名することができる。 

4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第

三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み

替えるものとする。 

（安全衛生委員会） 

第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければなら

ないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人と

する。 

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施

を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 

二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

三 産業医のうちから事業者が指名した者 

四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安



全衛生委員会の委員として指名することができる。 

4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、

同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」

と読み替えるものとする。 

（安全管理者等に対する教育等） 

第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理

者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これら

の者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機

会を与えるように努めなければならない。 

2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するも

のとする。 

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことがで

きる。 

（国の援助） 

第十九条の三 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健

康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。 

 

 第四章から第六章 （略） 

 

第七章 健康の保持増進のための措置 

第六十四条 削除 

（作業環境測定） 

第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、

厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかな

ければならない。 

2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなけれ

ばならない。 

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業

環境測定指針を公表するものとする。 

4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、

事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指

導等を行うことができる。 

5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、

労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測

定の実施その他必要な事項を指示することができる。 

（作業環境測定の結果の評価等） 

第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づい

て、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところに

より、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 

2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣



の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。 

3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定める

ところにより、その結果を記録しておかなければならない。 

（作業の管理） 

第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するよう

に努めなければならない。 

（作業時間の制限） 

第六十五条の四 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令

で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違

反して、当該業務に従事させてはならない。 

（健康診断） 

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断（第

六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。）を行わなければ

ならない。 

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めると

ころにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、

政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とす

る。 

3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めると

ころにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 

4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医

の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その

他必要な事項を指示することができる。 

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業

者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医

師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明

する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 

（自発的健康診断の結果の提出） 

第六十六条の二 午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、

その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間における業務（以下「深夜

業」という。）に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労

働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定める

ところにより、自ら受けた健康診断（前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。）の結果

を証明する書面を事業者に提出することができる。 

（健康診断の結果の記録） 

第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで

及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 

（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取） 

第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六

条の二の規定による健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者



に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労

働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 

（健康診断実施後の措置） 

第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると

認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深

夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当

該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会

（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律第九十号）第七条に規定する労働時

間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 

2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要

な指針を公表するものとする。 

3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はそ

の団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 

（健康診断の結果の通知） 

第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労

働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 

（保健指導等） 

第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同

条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健

康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように

努めなければならない。 

2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用し

て、その健康の保持に努めるものとする。 

（面接指導等） 

第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生

労働省令で定める要件に該当する労働者（次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項

に規定する者を除く。以下この条において同じ。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

医師による面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要

な指導を行うことをいう。以下同じ。）を行わなければならない。 

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の

指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定

による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、

この限りでない。 

3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導

の結果を記録しておかなければならない。 

4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康

を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かな

ければならない。 

5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者

の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置



を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員

会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 

第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定め

る時間を超える労働者（労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者（同法第四十

一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。）に限る。）に対し、厚生

労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合にお

いて、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第三十

九条の規定による有給休暇を除く。）の付与」と読み替えるものとする。 

第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施

するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者（次条第一項に規定する者を除く。）の労働

時間の状況を把握しなければならない。 

第六十六条の八の四 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であ

つて、その健康管理時間（同項第三号に規定する健康管理時間をいう。）が当該労働者の健康の保

持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、

医師による面接指導を行わなければならない。 

2 第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。こ

の場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の

減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第三十九条の規定による有給休暇

を除く。）の付与、健康管理時間（第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。）が

短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。 

第六十六条の九 事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規

定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生

労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（心理的な負担の程度を把握するための検査等） 

第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その

他の厚生労働省令で定める者（以下この条において「医師等」という。）による心理的な負担の程

度を把握するための検査を行わなければならない。 

2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場

合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の

検査の結果を事業者に提供してはならない。 

3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康

の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けること

を希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申

出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。 

4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録してお

かなければならない。 

5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必



要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 

6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者

の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置

を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員

会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 

7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要

な指針を公表するものとする。 

8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はそ

の団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 

9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実

施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する

健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（健康管理手帳） 

第六十七条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令

で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際

に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に

係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。 

2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところ

により、必要な措置を行なう。 

3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（病者の就業禁止） 

第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者

については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 

（受動喫煙の防止） 

第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙（健康増進法（平

成十四年法律第百三号）第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において

同じ。）を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

（健康教育等） 

第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る

ため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 

2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 

（体育活動等についての便宜供与等） 

第七十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活

動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めな

ければならない。 

（健康の保持増進のための指針の公表等） 

第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置



に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことがで

きる。 

（健康診査等指針との調和） 

第七十条の三 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の

厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和

が保たれたものでなければならない。 

（国の援助） 

第七十一条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な

資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、

事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努

めるものとする。 

2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 

 

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置 

（事業者の講ずる措置） 

第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的か

つ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 

二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 

四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 

（快適な職場環境の形成のための指針の公表等） 

第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関

して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことがで

きる。 

（国の援助） 

第七十一条の四 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施

に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。 

 

 第八章以降 （略） 


